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個人情報の
取扱い

令和４年 1 1月

大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課

令和４年11月16日地域包括支援センター管理者会説明資料

対応状況に関する
アンケート結果について

【議題２－参考資料】



書類の受領 書類の交付

◆包括（法人）で規定している個人情報保護マニュアル等に
記載されている取り扱いについて

書類の送付

マスキング処理書類の持出し書類の保管

５０か所 ５５か所 ５７か所

５７か所 ６１か所 ４３か所
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（66か所の内訳）



メール送信 情報入力作業

◆包括（法人）で規定している個人情報保護マニュアル等に
記載されている取り扱いについて

SNSの取扱い

その他インターネットの
取扱い 【その他】の項目

４８か所 ３６か所 ２６か所

３８か所 ２４か所

・個人情報聴き取り時の周囲への配慮
（声の大きさ・第三者来訪時）
・オンライン会議時の配慮
・USB・コピー等の取り扱い
・書類の処分方法
・個人情報の問合せがあった際の対応 等
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（66か所の内訳）



取組みの一事例

3

受領
交付

●一部委託先事業所から預かる書類は、「受領書（チェックシート）」を用いて、
双方で確認のうえ、受領印（受領日・受領者）を押印し受領。チェックシートの
原本を事業所へ返却、包括で写しを保管。

●介護予防支援業務の書類に関しては、区内統一の「預かり書類チェック表」によ
り、受領した書類を確認し、ブレインシステムの支援経過に入力。

●給付管理時期には担当者を決め、書類の受領から交付まで一連の流れで対応。

受

領

交

付

●窓口交付時の「業務フローチャート」に基づき、一部委託先事業所への書類返却
ボックスから取り出し、事業所名・担当者名・返却書類内容を双方で確認のうえ、
受け取りサインを受領。

●一部委託先事業所への交付は、他の書類の混入がないか複数人で確認し、受領
書に日付、両者のサインを記載。

●契約書等の交付時には、他の書類の混入がないか複数人で確認し、専用ファイ
ルに入れて受け渡し簿に日付、両者のサインを記載。

●管理者等により、交付管理簿を定期的にチェック。



取組みの一事例
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書類の
送付

●個人情報を含む郵送物は複数人で宛先・内容を確認し、「郵送処理簿」に確認サイン
を記載。
作業は、作業者と封入・封緘作業者を別にし、作業場所を確保し実施。

●書類以外に送付状と受領書を作成し、複数人で確認。先方が受領後、受領書を返送。
受領書は定期的に管理者と事務職員で確認。

●個人情報が含まれる郵送物は、業務時間内に投函し、退勤後の持ち出しは禁止。

●個人情報を含む郵送物は、特定記録やレターパック等を活用し送付。

●FAXは原則禁止。やむを得ずFAXで送付する場合は、個人情報はマスキングし、送信
先を複数人で確認後に送付。送信前後に先方へ連絡し、送信後に情報伝達。

●ブレインシステムに送付記録を入力。



取組みの一事例
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持出し

●個人情報の持ち出しは最小限にし、バンド付きクリップファイルを活用し、訪問先
に行くまで出し入れは行わない。

●「個人情報持出し記録簿」に利用者名・持ち出し先・書類内容・日時・職員名を記
載し、持ち出し前後に管理者の確認を押印。管理者が持ち出す際には他の職員が確認。

●職員名等が記載された持ち出し専用のファスナー付きの袋に書類を入れて持ち出し。

福島区地域包括支援センター 都島区北部地域包括支援センター



取組みの一事例
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書類の
保管

●利用者別に個人ファイルを作成し、事業所ごとに五十音順でまとめ、鍵のかか
る書庫に保管。
（※保管方法は、事業所ごと、地域担当者別、一部委託と直プランと分け
て保管しているところもあり。）

●一部委託先事業所からの提出書類がすべて揃うまでは、別の専用の場所で保管。

●一部委託先事業所からの提出書類は「チェック表」に包括受領印を押印し、個
人ファイルに保管。

●机上に個人ファイル等を放置しない。外来者が見える場所に個人情報（氏名
等）を貼ったり、置いたりしない。



取組みの一事例
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マスキング
処理

●地域ケア会議等において、個人情報を含む書類は、区内包括で統一した
「チェック表」を用いて、マスキングを行い、複数人で確認。

●自立支援型ケアマネジメント検討会議に関するマニュアルを作成し、作業場
所・作業担当・作業工程等についてルール化。

●マスキング処理時には、空席のデスクや空き会議室を使用。



取組みの一事例
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メール
送信

●個人情報を含む内容のメールは原則送信しない。
やむを得ず送信する際には、メール本文に個人情報を記載せず、PDFデータ
とし、セキュリティ解除のためのパスワードは別メールで送信。

●新たな送信先に対しては、誤送信を防ぐため、包括宛にメールをもらい、返
信機能を利用し、返信。

●外部から個人情報を含んだメールを受信するにあたり、送信元に対し、包括
からの送信時と同様にセキュリティ処理やパスワード設定を行うように依頼。



取組みの一事例
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●被保険者情報を入力する際は、被保険者証等の写しを基本に事務職員が入力後、
担当者が入力内容の確認。

●ブレインシステムの事業所登録は、管理者を中心に管理職が入力。

●原則禁止。

●業務上必要な情報を送信する際は、個人情報を含まない内容に限定。定期的に履
歴を消去。

●法人のホームページ上のブログ更新など、投稿内容を必ず管理者が確認のうえ、
決裁完了後に更新。法人のシステムとして管理者以外は更新不可。

インターネットの取扱い

情報入力作業

SNS取扱い



取組みの一事例
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その他

●業務用スマートフォンの電話機能やカメラ機能を使用した場合は、履歴や
データを使用後すぐに削除。

●USBは管理者が保管。原則、個人情報は入れない。
研修データなど持ち出しをする場合は、ファスナーケースに入れ、「USB
持ち出し管理簿」に日時・目的・データ内容・持ち出し先・職員名を記載
し、管理者が許可印を押印。持ち帰りも同様に管理者確認印を押印のうえ
データを削除。



◆個人情報の取扱いについて工夫している点等

●区内の一部委託先事業所に対する給付管理等の書類の受領・交付の取扱いについ
て、区内地域包括支援センターと共有し、一定のルールを決めて居宅介護支援事
業者連絡会で、「取扱いマニュアル」を周知。（年に一度は必ず実施。）

●「個人情報持出しガイドライン」を作成し、包括ミーティングで確認。

●「一部委託先事業者の証」については、分かりやすいように、色付きの用紙に変
更し、区内地域包括支援センターで統一。

●一部委託先事業所の給付管理表の受け取りは、区内地域包括支援センターで統一
した「受領書」を活用。

●毎月の給付管理前に包括職員間で、誤送付・誤交付等の内容について注意喚起を
実施。

●一部委託先事業所に対して、「リスク対策事例ファイル」を定期的に提供し、
取り扱いの徹底を図る。
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業務の流れを
可視化



対応策には大切な視点があります！
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過去に報告された事例の主な原因

誤交付

・給付管理時に複数人での確認ができておらず、返
却書類を別の事業所に交付。

・事業所への書類交付は双方で確認のうえ、交付
するルールがあるものの、確認を失念。

・利用者宅訪問時、利用者宅の居住階の確認を怠り、
誤って別の階の住人宅玄関ポストに投函。（両者と
も表札なし）

誤送付

・自立支援型ケアマネジメント検討会議の診療情報
提供書依頼を別の医療機関に送付。急遽対象者の
変更や来客対応により、本来行うことになってい
たダブルチェックを失念。

・要介護・要支援認定申請書の代行申請時に医療
機関名の聞き取りは行ったが、所在地の確認不
足により、インターネット検索により、似た名
称の異なる医療機関へ送付。

マスキ
ング
漏れ

・自立支援型ケアマネジメント検討会議のマスキン
グ時に常時からダブルチェックを行っているが、
想定外の箇所に本人氏名の記載があり、見落とし
た。

・自立支援型ケアマネジメント検討会議において、
包括とケアマネジャー双方で資料作成等にかかる
時間が確保できず、本来行うべき確認の不足によ
り、マスキング漏れが生じた。

●有効な対応策がありますか？

①有効な内容となっているか。

②具体的か。

③文書化されているか。

④内容が不足または過剰になっていないか。

⑤過去の経験や法人内の注意喚起を踏まえ

ているか。

●対応策は、定期的に見直していますか？

●対応策は、関係職員に周知し、共有して

いますか？

●対応策を遵守しているか確認（モニタリ

ング）していますか？

起こってほしくないことが
起こらないような「しくみ」が大切！

（一部抜粋）



地域包括支援センターで
実施しているモニタリングのしくみ
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●毎日のミーティング時に確認する

とともに、年２回はマニュアルの

見直しを行い、包括職員や事業所

へ周知。

●毎日の日誌で、個人情報の取り扱

いに関するチェックをするととも

に、毎月の全体会議で個人情報保

護マニュアルの内容を遵守できて

いるか全員で振り返り、意見交換

を実施。

●毎月定例の包括会議において、管

理者会で福祉局から注意喚起の

あった個人情報漏洩案件について

情報共有し、適切な運用について

確認。

●毎月の包括ミーティングにおい

て、包括職員全員に「個人情報保

護の取扱いに関するチェックリス

ト」を配付し、管理者へ提出。

管理者がチェックリストで気にな

る点や傾向について職員本人に確

認し、センター長へ報告。

（一部抜粋）

●個人情報漏洩案件について法律支

援事業を活用し、弁護士の助言に

より、対応策に対する評価などを

職員で振り返り、実践中の対応策

について再検討を実施。

ヒヤリハットを含むの事案の共有。



こ れ ま で の 事 例 な ど 共 有 し 、
引 き 続 き 、 適 切 な 取 り 扱 い を お 願 い し ま す 。



＜参考資料＞

（※この資料は、データで送付します。）

他 の 包 括 で の 事 例 や 取 り 組 み に つ い て 、
組 織 で 取 り 入 れ て み た い 。
で も 具 体 的 に ど の よ う な 取 組 み な の か 、 ど の よ う な

様 式 （ チ ェ ッ ク リ ス ト な ど ） を 使 用 し て い る の か な ど 、
参 考 に し た い と い う お 声 を い た だ き ま し た 。

包 括 で 活 用 さ れ て い る 資 料 を 一 部 提 供 し て い た だ い て
い ま す の で 、 各 包 括 で 取 組 み を 検 討 さ れ る う え で の 参
考 と し て く だ さ い 。
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参考 個人情報マニュアル（包括・オレンジチーム共有）

都島区北部地域包括支援センター
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参考 窓口業務における個人情報の取り扱いに関するフローチャート

港区地域包括支援センター



18

参考 一部委託先事業所への周知について

東住吉区内地域包括支援センター 大淀地域包括支援センター

「個人情報漏洩事故の防止に関しまして（依頼）」 「個人情報の取り扱いについての注意喚起」
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参考 一部委託先事業所へのお願いについて

阿倍野区内地域包括支援センター
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参考 自立支援型ケアマネジメント検討会議に関する資料

東淀川区地域包括支援センター 西淀川区地域包括支援センター

マスキングチェックシート

資料の取り扱いに関して
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個人情報持出し管理簿参考

中野地域包括支援センター


